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Ⅴ 「 財務諸表等電子開示システム」 への対応に関する改訂
２ ． 「 事業所の名称」 の登録

(1)[2017年10月版]までは、 「 財務諸表等電子開示システム」 の「 現況報告書」 の「 事業所の名称」 と 、
会計システムの「 サービス区分」 の名称を一致させたう えで、 「 取込用残高ファ イル」 を出力していた
だく こと と してご案内していました。

(2)このため、 「 現況報告書」 の「 事業所の名称」 と会計システムの「 サービス区分」 の名称が一致しな
い場合は、 一時的に「 サービス区分」 の名称を変更していただいている事例があり ました。

【 財務諸表等電子開示システム 現況報告書】

【 会計システム[2017年10月版]】

①会計システムのサービス区分名と、現況報告
書の対応するサービス区分の「 事業所の名

称」 が不一致となる場合に、

②会計システム側で、事業名（ サービス区分
名） を一時的に変更し、 「 取込用残高ファ
イル」 を出力し、その後もとのサービス区
分名に戻しているケースがありました。
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Ⅴ 「 財務諸表等電子開示システム」 への対応に関する改訂
２ ． 「 事業所の名称」 の登録

【 財務諸表等電子開示システム 現況報告書】

【 会計システム[2018年02月版]】

※前述し まし た通り 、 各法人の財務諸表等入力シート （ 平成30年
度版） は、 届出のあった財務諸表等入力シート （ 平成29年度
版） のデータをもとに作成される見込みです。

(1)[2018年02月版]のレベルアッ プでは、 「 現況報告書」 の「 事業所の名称」 を会計システムに登録で
きるよう にし 、 この名称を「 取込用残高ファ イル」 を出力するよう にし まし た。 これにより 、 前頁のよ
う に一時的に事業名を変更してファ イルを出力する必要がなく なり ます。

(2)なお、 昨年の入力シート で、 「 事業所の名称」 と 「 サービス区分名」 が一致している場合は、 改めて
「 事業所の名称」 を会計システムに入力する必要はあり ません。 従前どおり 「 サービス区分」 の名称を
用いて連携します。

①会計システムのサービス区分名と、現況報告
書の対応するサービス区分の「 事業所の名

称」 が不一致となる場合は、

②現況報告書の「 事業所の名称」 を、会計シス
テム側にあらかじめ登録してく ださい。
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